
 

 経過措置適用者の皆様への重要な 
お知らせ 

  
～来年（平成２９年度）の更新申請手続きに向けて～ 

 
＜臨床調査個人票に関する内容＞ 

 

沖縄県薬務疾病対策課 



主な疾患の診断基準及び重症度等
について 

   １．潰瘍性大腸炎 
   ２．自己免疫性肝炎 
   ３．全身性エリテマトーデス 
   ４．シェーグレン症候群 
   ５．後縦靱帯骨化症 
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１． 潰瘍性大腸炎 重症度 
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１．潰瘍性大腸炎 留意事項 



１． 潰瘍性大腸炎 重症度 
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＜重症度分類＞ 

１） または２）を対象とする。 

１） 自己免疫性肝炎診療ガイドライン（2013 年）重症度判定を用いて、中等症以上 

２） 組織学的あるいは臨床的に肝硬変と診断される症例 

 

自己免疫性肝炎診療ガイドライン（2013 年）重症度判定 

 

臨床徴候 臨床検査所見 画像検査所見 

①肝性脳症あり ①AST，ALT＞200IU／ℓ ①肝サイズ縮小 

② 肝濁音界縮小または消失 ②ビリルビン＞5mg／dℓ ②肝実質の不均質化 

③プロトロンビン時間＜60％   

重 症： 次の 1，2，3 のいずれかが見られる．1．臨床徴候：①または②, 2．臨床検査所見：①

＋③または②＋③, 3．画像検査所見：①または② 

中等症： 臨床徴候：①，②，臨床検査所見：③，画像検査所見：①，②が見られず，臨床検査

所見：①または②が見られる． 

軽 症： 臨床徴候：①，②，臨床検査所見：①，②，③，画像検査所見：①，②のいずれも見ら

れない． 

註 

２．自己免疫性肝炎 重症度 
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２．自己免疫性肝炎 重症度 

■重症度

重症度

自己免疫性肝炎診療ガイドライン（2013 年）重症度判定 1.軽症 2.中等度 3.重症

組織学的あるいは臨床的に肝硬変と診断される症例 1.はい 2.いいえ



３．全身性エリテマトーデス 重症度 



３．全身性エリテマトーデス 重症度 



４．シェーグレン症候群 重症度 



４．シェーグレン症候群 重症度 
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５．後縦靱帯骨化症 重症度 

＜重症度分類＞ 
下記の(１)、(２)の項目を満たすものを認定対象とする。 
 
(１) 画像所見で後縦靱帯骨化または黄色靱帯骨化が証明され、しかもそれが

神経障害の原因となって、日常生活上支障となる著しい運動機能障害を伴うも
の。 
 
(２) 運動機能障害は、日本整形外科学会頸部脊椎症性脊髄症治療成績判定
基準（表）の上肢運動機能Ⅰと下肢運動機能Ⅱで評価・認定する。 
頸髄症：Ⅰ上肢運動機能、Ⅱ下肢運動機能のいずれかが２点以下 
（ただし、Ⅰ、Ⅱの合計点が７点でも手術治療を行う場合は認める。） 
胸髄症あるいは腰髄症：Ⅱ下肢運動の評価項目が２点以下 
（ただし、３点でも手術治療を行う場合は認める。） 
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日本整形外科学会頸部脊椎症性脊椎症治療成績判定基準（抜粋） 

Ⅰ 上肢運動機能 

0. 箸又はスプーンのいずれを用いても自力では食事をすることができない。 

1. スプーンを用いて自力で食事ができるが、箸ではできない。 

2. 不自由ではあるが、箸を用いて食事ができる。 

3. 箸を用いて日常食事をしているが、ぎこちない。 

4. 正常 

注 1 きき手でない側については、ひもむすび、ボタンかけなどを参考とする。 

注 2 スプーンは市販品を指し、固定用バンド、特殊なグリップなどを使用しない 

場合をいう。 

Ⅱ 下肢運動機能 

0. 歩行できない。 

1. 平地でも杖又は支持を必要とする。 

2. 平地では杖又は支持を必要としないが、階段ではこれらを要する。 

3. 平地・階段ともに杖又は支持を必要としないが、ぎこちない。 

4. 正常 

注 1 平地とは、室内又はよく舗装された平坦な道路を指す。 

注 2 支持とは、人による介助、手すり、つかまり歩行の支えなどをいう。 

 

５．後縦靱帯骨化症 重症度 
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５．後縦靱帯骨化症 重症度 
■重症度

評価年月日

上肢運動機能

下肢運動機能

知覚

膀胱

■治療その他

頸椎前方

胸椎前方

腰椎前方

頸椎前方

胸椎前方

腰椎前方

靭帯骨化による運動機能障害

画像所見で後縦靱帯骨化または黄色靱帯骨化が証明される 1.はい 2.いいえ

それが神経障害の原因となって、  日常  生活上支障となる著しい運動機能障害を伴う 1.はい 2.いいえ

機能評価

西暦     年    月    日

1.箸又はスプーンのいずれを用いても自力では食事をすることができない。

2.スプーンを用いて自力で食事ができるが、箸ではできない。

3.不自由ではあるが、箸を用いて食事ができる。 4 .箸を用いて日常食事をしているが、ぎこちない。 5.正常

1.歩行できない。 2.平地でも杖又は支持を必要とする。

3.平地では杖又は支持を必要としないが、階段ではこれらを要する。

4 .平地・階段ともに杖又は支持を必要としないが、ぎこちない。 5.正常

上肢1.明白な知覚障害がある。 2.軽度の知覚障害又はしびれ感がある。 3.正常

下肢1.明白な知覚障害がある。 2.軽度の知覚障害又はしびれ感がある。 3.正常

躯幹1.明白な知覚障害がある。 2.軽度の知覚障害又はしびれ感がある。 3.正常

1.尿閉 2.高度の排尿困難(残尿感,努嘖,淋瀝) 3.軽度の排尿困難(頻尿,開始遅延) 4 .正常

今まで手術した部位

1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月 頸椎後方 1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月

1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月 胸椎後方 1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月

1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月 腰椎後方 1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月

今後手術予定の部位

1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月 頸椎後方 1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月

1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月 胸椎後方 1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月

1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月 腰椎後方 1.あり 2.なし    時期 西暦     年 月
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